
 

（仮称）墨田区議会の個人情報の保護に関する条例（素案）の概要 

 

 

第１章 総則（第１条～第３条） 

第１章では、総則として、目的、定義、議会の責務を定めています。 

 

・目的（第１条） 

この条例は、墨田区議会（以下「議会」という。）における個人情報の適正な取扱い

に関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停

止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を

図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 

 

・定義（第２条） 

この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報

に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるも

の又は個人識別符号が含まれるものをいう。 
 
・議会の責務（第３条） 

議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずる

ものとする。 

 

 
第２章 個人情報等の取扱い（第４条～第１６条） 
第２章では、個人情報等の取扱いについて、以下の項目を定めています。 

 

・個人情報の保有の制限等（第４条） 

・利用目的の明示（第５条） 

・不適正な利用の禁止（第６条） 

・適正な取得（第７条） 

・正確性の確保（第８条） 

・安全管理措置（第９条） 

・従事者の義務（第１０条） 

・漏えい等の通知（第１１条） 

・利用及び提供の制限（第１２条） 

・保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求（第１３条） 

・個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求（第１４条） 

・仮名加工情報の取扱いに係る義務（第１５条） 

・匿名加工情報の取扱いに係る義務（第１６条） 

 

 
第３章 個人情報ファイル（第１７条） 
第３章では、個人情報ファイルについて定めています。 

 
・個人情報ファイル簿の作成及び公表（第１７条） 
議長は、議会が保有している個人情報ファイルについて、議長が定めるところにより、

それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿を作成し、公表しなけ



 

ればならない。 

（※ただし、第１７条第２項に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。） 

 

 

第４章 開示、訂正及び利用停止（第１８条～第４６条） 

第４章では、開示（第１節）、訂正（第２節）、利用停止（第３節）、審査請求（第

４節）に分けて、以下の項目を定めています。 

 

第１節 開示（第１８条～第３０条） 

・開示請求権（第１８条） 

・開示請求の手続（第１９条） 

・保有個人情報の開示義務（第２０条） 

・部分開示（第２１条） 

・裁量的開示（第２２条） 

・保有個人情報の存否に関する情報（第２３条） 

・開示請求に対する措置（第２４条） 

・開示決定等の期限及びその特例（第２５条・第２６条） 

・第三者に対する意見書提出の機会の付与等（第２７条） 

・開示の実施（第２８条） 

・他の法令による開示の実施との調整（第２９条） 

・開示請求の手数料及び費用負担（第３０条） 

 

第２節 訂正（第３１条～第３７条） 

・訂正請求権（第３１条） 

・訂正請求の手続（第３２条） 

・保有個人情報の訂正義務（第３３条） 

・訂正請求に対する措置（第３４条） 

・訂正決定等の期限及びその特例（第３５条・第３６条） 

・保有個人情報の提供先への通知（第３７条） 

 

第３節 利用停止（第３８条～第４３条） 

・利用停止請求権（第３８条） 

・利用停止請求の手続（第３９条） 

・保有個人情報の利用停止義務（第４０条） 

・利用停止請求に対する措置（第４１条） 

・利用停止決定等の期限及びその特例（第４２条・第４３条） 

 

第４節 審査請求（第４４条～第４６条） 

・審理員による審理手続に関する規定の適用除外（第４４条） 

・審査会への諮問（第４５条） 

・第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等（第４６条） 

 

 

第５章 雑則（第４７条～第５２条） 

第５章では、雑則について、以下の項目を定めています。 

 



 

・適用除外（第４７条） 

・開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等（第４８条） 

・個人情報等の取扱いに関する苦情処理（第４９条） 

・審議会への諮問（第５０条） 

・施行の状況の公表（第５１条） 

・委任（第５２条） 

 

 

第６章 罰則（第５３条～第５７条） 

第６章では、罰則について定めています。 

 

（第５３条） 

職員若しくは職員であった者、委託を受けた業務に従事している者若しくは従事して

いた者又は議会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事

している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人

の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したときは、２年以下の懲役

又は１００万円以下の罰金に処する。 

 

（第５４条） 

前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者

の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は５０万円

以下の罰金に処する。 

 

（第５５条） 

職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に

属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、１年以下の懲役

又は５０万円以下の罰金に処する。 

 

（第５６条） 

前３条の規定は、区の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 

 

（第５７条） 

偽りその他不正の手段により、保有個人情報の開示を受けた者は、５万円以下の過料

に処する。 

 

 

 

施行期日 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 


